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時
事
問
題

家
賃
騰
貴
己
都
市
翫
登

第
十
巻

(第

三
號

八
二
)

三
九
〇

時

事

開

顕

家

賃

騰

貴

ε
都

市

計

書

◎

戸

田

海

市

・

家

賃

の
不

整

マ

.

何
れ
の
種
類
の
建
物
で
も
真
個
か
の
家
賃

は
甚
π
匠
々
て
あ

る
か
ら
、

一
般
家
賃

の
騰
貴
の
程
度
を
明
か
に
す

る
こ
ε
も
甚
だ
困
難
て
あ
る
。」
普
通
の
商
品

か
略
ほ
整

一
な
る
市
場
相
場
を
有
す
る
に
反
し
、
各
種
建
物

の
家
賃

.

は

一
坪
當
り
何
程
ど

一
定
し
て
居
ら

ぬ
。
貸
家
取
引
に
は
小
室
的
取
引

か
あ

っ
て
卸
費
的
取
引

か
状

い
。
其
理
由

の
主
な

る
も

の
を
繁
く
れ
は
第
」

に
各
個
の
建
物
の
構
造
品
質
等

の
物
質
的
内
容
か

甚
だ

匠

々
な
る
の
み
な
ら

す
、
回
し
物
質
的
内
容
の
建
物
も
其
所
在
地
黙
の
異
る
に
從
ふ
て
甚
大
な
る
憤
値

の
差
を
生
す
る
こ
ε
か
多

い
。

第
二
に
建
物

の
貸
借
も
信
用
取
.引
て
あ

る
か
ら
、
當
事
者

の
信
用
の
程
度
に
出
て
家
賃

に
差
を
生
せ
さ
る
を
得
な

い
。
通
例
此
貸
借
は
敷
金

の
提
供
に
由

っ
て
危
険
を
減
し
、
從

っ
て
各
借
主

の
信
用
程
度
に
由
る
家
賃

の
差
を
緩

和
す
る
こ
と
、
な
っ
て
居

る
か
、
併
し
敷
金

の
大
さ
は
大
鷺
三
個
月
分
の
家
賃

の
大

さ
ご
す
る
慣
習
か
混
く
行
は
.



れ
絶
劃
に
取
引
の
危
豫
を
消
滅
せ
七
む
る
程
の
大
さ
に
達
し
な
い
。
第
三

に
各
借
家
人
の
建
物
を
毀
損
清
托
す

る

程
度

に
も
著
し
き
差
異
か
あ
る
。
此
差
異
は
建
物
を
業
務
用

に
供
す
る
場
合
に
存
す
る
は
勿
論
、
住
居
用

の
場
合

、

に
於
て
も
借
家
人
の
貧
富
や
其
家
族
撒
の
多
少
等
に
由
て
生
し
、
從

っ
て
建
物
の
利
息

の
外

に
其
元
本
償
却
に
必

要
ε
す
る
高
も
、
貸
家
管
理
の
費
用
手
数
も
異
ら

さ
る
を
得
な
い

家
賃
を
不
整

一
な
ら
し
む
る
原
因
適
し
て
更
に
注
意
す

へ
き
は
、
貸
家
供
給
者

の
側
に
於
て
多
大
の
非
智
利
的

要
素
か
加
は
つ
て
居
り
、
從

っ
て
其
貸
借
に
付
て
は
商
品
取
引

に
於
け
る
か
如
く
鋭
敏
郁
る
競
争
か
行
は
れ
な
い

こ
ご
て
あ
る
。
小
規
模
に
貸
家
を
経
管
管
理
す
る
こ
ε
は
簡
単
て
別
段

の
技
能
を
必
要
`
せ
す
、
又
資
本
投
下
の

方
法
ピ
し
て
割
合

に
確
實
て
あ
り
、
特

に
現
代
都
市
は
膨
脹

の

一
方
て
あ
る
か
ら
、
家
賃
地
代

の
騰
貴
の
傾
向
か

強

い
。
故
に
質
業

に
徒
事
せ
さ
る
資
本
家
か
好
ん
で
貸
家
を
所
有
す

る
の
み
な
ら
す
、
實
業
家

の
中

に
も
其
資
産

の

一
部
を
土
地
家
屋
に
投
下
し
、
且

つ
其
投
下
に
付
て
は
饒
り
多
く
智
利
主
義
を
行
は
な

い
。
保
守
的
氣

風
の
強

き
都
市
に
於
て
、
又
保
守
的
気
風
の
強
き
中
産
階
級

の
間

に
於

て
特

に
此
投
資
か
行
は
れ
、
其
脛
管

は
恰
も
農
民

か
其
農
業
を
経
管
す

る
場
合
に
非
轡
利
的
要
素

の
加
は
つ
て
居

る
`
同
様
て
あ
る
。
愚
れ
都
市

の
不
動
産
所
有
か

安
固
て
あ
り
、
其
横
格

の
騰
貴
す
る
見
込
か
あ

っ
て
必
し
も
目
前

の
牧
盆
に
多
く
注
意
す

る
を
要
せ
さ
る
の
み
な

ら
す
、
田
舎
に
於
け
る
農
地

の
所
有

の
場
合
ε
回

し
く
、
都
市

に
於
て
も
土
地
家
屋

の
所
有

は
少
く
ε
も
中
産
者

に
取

っ
て
は

一
種

の
名
.轡
ε
せ
ら
れ
て
居

る
爲
め
て
あ
る
。
我
か
封
建
時
代
に
於
て
貸
家
主
は
借
家
人
に
射
し
て

時
事
問
題

寡
貰
騰
貴
し
都
市
計
澄

.
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時
事
問
題

家
賃
騰
貴
定
都
市
計
書

第
+
巻

(第
三
號

八
四
)

三
九
二

人
な
る
行
政
上
の
権
利
ご
責
任

ご
を
有
し
、
「
大
家
は
観
て
あ
る
」
ε
せ
ら
れ
て
居
た
。
今
日
は
勿
論
此
の
如
き
思

想
は
.存

し
な

い
が
、
保
守
的
資
本
家
の
間
.に
於
て
不
動
産
の
斯
有
を
誇
り
ご
オ
る
の
風
は
窓
易
に
消
滅

し
な

い
。

散
に
家
賃

か
甚
把
塵
々
ご
な
る
の
み
な
ら
す
、
多
く
.の
場
合
に
地
主
家
主
の
牧
人
の
利
廻
り
か
二
三
歩

の
低
率
に

止
ま

る
こ
と
も
.
街
ほ
田
舎
の
農
地

の
利
廻
り
の
低
き
ε
異
ら

漁

二

家

賃

の

鍵

動

家
賃
も
商
品
ご
回
し
く

一
般

の
景
氣

の
好
悪
に
從
っ
て
璽
動
ず
る
も
の
て
あ
る
か
、
商
品
は
騰
貴

・し
回
し
程
度

に
下
落
の
機
會
も
多

い
の
て
あ
る
。
然
る
に
今
日
の
都
市
就
中
大
都
市
は
人
口
膨
脹

の
勢

ひ
盛
ん
で
あ
る
か
ら
、

家
賃

の
下
落
す
る
場
合
は
少
な
く
、
宜
丁
ろ
且
ハ倦
蛋
民
の
一勢
か
一急
速
ε
な
る
や
緩
慢

と
な
る
や
の
差
を
生
す
ε
に
一止
ま

る
有
様
て
め
る
。
商
品
取
引

起
於
て
も
小
費
相
場
ば
部
費
相
場

の
如
く
鋭
敏
に
動
く
も
の
て
は
な
い
か
、
貸
家
取

引
は
全
部
小
費
取
引

ご
云
ふ

へ
き
も
の
て
め
る
か
ら
、
家
賃
の
攣
動
か
鋭
敏

に
生
し
な

い
。
加
ふ
る
に
建
物
の
貸

借
は
三
ヶ
月
以
上
年
年

「
年

ε
云
ふ
か
如
き
長
き
期
限
か
存
す
る
か
ら
、

肩

家
賃

の
璽
動
か
少
な
炙

る

、

家
賃

の
璽
動
も
亦
甚
た
不
整

一
て
あ
る
。
例

へ
は
同
種
の
貸
家
て
も

轡
利
心
の
強
き

家
主

の
所
有
す

る
毛
の

は
、
家
賃

の
攣
動
も
割
合
に
鋭
敏
て
あ
る
。
叉
住
宅
貸
借
の
場
合
に
於
て
中
層
民
以
上

の
需
用
す
.る
住
宅

の
家
賃

・

は
緩
慢
の
憂
動
を
呈
す

る
に
反

し
、
下
履
民
の
需
用
す

る
長
家
の
家
賃

に
は
攣
動
か
多

い
。
是
れ
中
層
民
以
上
の

,

、

/



需
用
す
る
貸
家
の
家
賃
牧
人
は
確
實
て
あ
り
、
其
.取
引
交
渉
も
簡
便
に
行
は
れ
、
特
に
中
層
以
上
の
者
は
其
地
位

職
業
か
割
合
に
安
定
的
て
あ
る
か
ら
、
貸
家
に
甥
す

る
需
用
に
も
攣
動

か
少
な

い
。
故
に
鞍
掛
的
要
素

の
乏
し
き

貸
家
経
管
か
此
方
面
に
多
く
行
は
れ
る
。
然
る
に
下
　暦
民
を

相
手
ご
す
な
貸
家
の

牧
人
は
頗

ふ
る

不
確
實
て
あ

り
、
借
家
人

の
建
物
毀
損
に
注
意
デ

る
の
必
要
か
あ
り
、
特
に
人
格

の
低
き
此
等
の
借
家
人
を
相
手

こ
し
て
取
引

す
る
に
は
普
通
資
本
家
の
品
位
を
傷
け
す
し
て
之
を
行
ふ
こ
ε
の
困
難
な
る
場
合
か
存
す

る
の
み
な
ら
す
、
好
景

気
不
景
気
に
由

る
都
市
人
口
の
伸
縮

か
主
に
下
層
人
口
の
増
減
に
出

て
生
す

る
と
回
し
く
、
貸
家
に
謝
す
る
需
用

の
　製
動
も
下
層
民
を
相
手
ε
す

る
場
合
に
甚
し
く
、
特

に
下
履
民
は
所
得

の
増
減

に
鷹
し
て
新
だ
に

一
戸
を
構

へ

叉
は
之
を
闘
ち
て
海
人
ご
同
居
す
る
こ
ご
も
多

い
か
ら
、
彼
等
を
相
手
こ
す
る
貸
家
の
需
用
に
は
人
な
る
攣
動
か

起
る
。
故

に
此
程
の
需
用
者
を
相
手
窪
し
て
貸
家
経
管
を
爲
す
者
は
王
に
純
螢
利
的
の
小
資
産
て
あ
る
。
最
下
暦

民
を
相
手

ε
す
る
貸
家
経
鞍
は
多
(
の
場
合
に
於
て
冷
酷
な
る
高
利
取
引

ε
な
っ
て
居

る
.

家
賃
の
攣
動
は
景
気
の
好
悪
に
從
ふ
て
起

る
も
の
て
あ
る
か
、
貸
家
需
用
者
の
主
な
る
部
分
を
占
む
る
中
下
層

民
の
所
得
の
増
加
は
景
氣
の
獲
展

に
後
れ
勝
ち
て
め
る
か
ら
、
智
利
に
敏
な
る
貸
家
圭
も
好
景
氣
に
件
ふ
て
迅
速

に
家
賃
の
引
上
を
行
ふ
ご
蓬
は
困
難
て
あ
る
。
叉
貸
家
の

一
大
部
分
は
螢
利
の
要
素
乏
し
き
投
資
者

に
出

て
所
有

せ
ら

る
、
故
、
自
然
に
家
賃

の
騰
貴

は
好
景
氣

に
由

る
諸
物
償
の
縢
…貴
に
後
れ
て
騰
貴
す
る
ご
ざ
、
な
る
』
元
来

.

小
彊
取
引
的
性
質
を
有
す
る
貸
家
取
引
は
緊
張
せ
る
競
争
關
係
に
出

て
支
配
せ
ら
れ
な

い
か
ら
、
家
賃
を
増
減
す

時
事
問
題

家
賃
騰
貴
ご
都
市
計
壷

、

第
+
巻

(第
三
號

八
五
)

三
九
三

寧



時
事
問
題

家
賃
騰
貴
ε
都
市
計
叢

第
+
巻

(第
三
號

八
六
)

三
九
四

る
の
餓
地
は
常
に
多
大
に
存
在
す
る
・
從

っ
て
景
気
の
如
何
に
係
は
ら
す
、
家
屋
欝

徴
の
如
主

般
屋
主
の
負

謄

を
増
加
す

る
事
件
か
起
る
ε
き
は

一
禮
に
家
賃

の
引
上
か
行
は
れ
る
。
好
景
氣
を
理
由
ご
し
て
家
賃
を
引
上
く
.

る
よ
り
も
、
租
視
質
権
の
増
加
を
理
由

ε
し
て
之
を
引
上
く
る
こ
ε
か
、
普
通
の
家
主

に
取
っ
て
は
正
賞
現
せ
ら

る
、
傾
か
あ
る
。
各
個
の
貸
家
に
付
て
家
賃
引
上
の
最
も
多

く
行
は
る

＼
場
合
は
、
態
借
家
人
か
他
に
移

っ
て
新

借
家
人
ビ
入
れ
替

る
場
合
て
め
る
か
、
我
国
に
は
西
洋
の
大
都
市
に
於
て
見

る
か
如
く
住
宅
貸
借
の
期
限
を
整

一

に

一
年
二
回
に
定
め
る
か
如
き
慣
禦

な
一
、
各
貸
借
の
期
限
か
穿

で
あ
る
か
ら
、
新
奮
借
家
入
の
入
れ
替
b

を
機
會
ε
し
て
家
賃
引
⊥
を
行
ふ
ご
`
は
家
賃
の
攣
動
を
整

一
な
ら
し
む
る
の
敷
果
を
生
し
な

い

一二

戦
孚
以
来
家
賃
の
騰
貴

欧
洲
戦
争
勃
獲
の
翌
年
末
よ
り
諸
物
傾
は
早
く
騰
貴

の
勢
を
示
し
た
る
に
反
し
、
貸
家
の
缺
乏
ε
家
賃
の
騰
貴

ご
之
に
随
伴
す
る
宅
地
経
管
の
勃
興

ε
は
融
ほ
こ
後
れ
て
現
は
れ
た

か
、
昨
年
に
至

っ
て
叶
.
.
,
.
、
.
.
、
状
を
呈

し
て
屡
法
外
な
る
家
賃

の
騰
貴
を
耳
に
生

る
に
至

つ
な
。
戦
争
以
來
の
家
賃

の
騰
貴
に
付
て
は
大
阪
市
役
所
其
他

二
一二
の
調
査
か
獲
表
せ
ら
れ
た
か
、
此
等
の
調
査
は
調
査
事
項
の
性
質
上
何
れ
も
部
分
的
断
片
的
だ
る
を
免
れ
蹟

か
ら
、
之

に
て
全
艦
を
推
測
す

る
は
困
難
て
あ
る
。
元
來
家
賃
か
甚
だ
不
整

一
て
あ
り
、
叉
其
攣
動
も
甚
だ
不
整

.一
て
あ
る
か
ら
、
戦
争
以
来
の
家
賃

の
騰
貴

に
付
て
は
大
盤

の
推
測
を
下
だ
す
の
齢
は
な
い
か
、
借
家
人
の
大
な

「



'
.

`

る
部

分
は
飴
り
移
動
せ
す
、
叉
貸
家
の
人
な

る
部
分
の
脛
瞥
も
左
ま
て
特
利
に
敏
減
て
な

い
か
ら
、
全
騰
の
騰
貴

の
程
度
は
今
日
も
樹
ほ
恐

ら
く
は
諸
物
償
の
騰
貴

に
及
は
な
い
て
あ
ら
う
。
家
賃

の
攣
動
の
最
も
鋭
敏
な
る
は
下

層
民
を
相
手
嬉
す
る
貸
家

の
場
合
て
あ
る
か
、
此
場
合
に
於
て
も
其
騰
貴
の
程
度

は
未
ね
日
用
品
の
騰
貴
牽
を
超

過
す
る
に
は
至
ら
ね
や
う
て
あ
る

昨
年
来
時
々
法
外
な
る
家
賃
の
騰
貴
を
耳
に
す
る
か
、
邉
は
圭
に
新
築
家
屋
の
貸
借
又
は
移
轄
に
由
る
新
規
貸

借
の
場
合
て
あ
っ
て
、

一
般

の
家
賃
ご
は
大

に
趣
を
異
に
す
る
。
曾
て
大
正
六
年
に
石
炭
の
暴
騰
か
大
問
題
ε
な

つ
π
場
合
の
調
査

に
由
る
に
、
當
時
石
炭
産
出
額
の
大
部
分
は
以
前
の
長
期
契
約

に
由
b
極
め
て
底
廉

に
供
給
せ

ら
れ
、
特
に
供
給
者
側
に
於
て
運
賃
を
負
撫

す
る
契
約
の
場
合
に
は
、
海
上
運
賃

の
暴
騰
の
爲
め
に
供
給
者

の
得

る
所
の
石
炭
代
か
運
賃
の
支
携
に
も
不
足
す

る
場
合
も
あ
り
、
實
際

に
暴
騰
せ
る
相
場
を
以
て
石
炭
の
取
引
を
行

へ
る
は
、
供
給
者
の
側
に
於
て
は
生
産
の
小
部
分
を
支
配
す
る
に
過
ぎ
さ
る
か
炭
坑
、
就
中
新
開
の
炭
坑
を
主
ご

し
、
需
用
者
の
側
に
於
て
は
主
に
戦
時
の
新

興
事
業
及
不
確
實
な
る
小
企
業
者
な
る
こ
ε
を
獲
見
し
た
。
今
日
の

家
賃
.暴
騰

ご
云
ふ
こ
ど
も
頗
ふ
る
之
に
類
す
る
現
象
て
あ

っ
て
、
其
の
法
外

な
る
騰
貴
は
小
部
分
の
貸
家
取
引
を

支
配
し
て
居

る
に
過
さ
な
い
や
う
て
め
る
。
著
し
き
家
賃
引
上
の
貴
行
せ
ら
る
、
普
通
の
場
合
は
新
嘗
借
家
人
の

.

入
れ
替
り
め
場
合
て
あ
る
か
、
此
場
合
に
於
て
も
通
例
其
引
上

の
程
度
は
商
品
取
引

に
於
け
る
か
如
く
需
用
供
給

關
係
の
許
る
す
極
限
ま
て
に
達
す

る
こ
ε
は
少
な
風
、
幾
易
か
伺
ほ
引
上
の
鯨
地

を
残
す
場
合
か
多

い
め
其
結
果

時
事
問
題

家
賃
騰
貴
ε
都
市
計
鐵

第
†
魅

(第
三
號

八
七
)

三
九
五

重

ド「
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暗
事
問
題

家
賃
騰
貴
ざ
都
市
群
書
.

第
+
巻

(第
三
慨

八
入
)

三
九
六

こ
し
て
昨
年
來
大
阪
を
初
め
闕
画
の
大
都
市
に
於
て
は
、
他
に
移
韓
す
る
嘗
借
家
人
に
射
し
て
新
借
家
人
よ
b
権

利
譲
渡
に
類
す

る
取
引

か
汎
く
行
は
る
、
こ
蓬
恰
も
電
話
の
費
買
の
如
く
て
あ
り
、
其
金
額
は
敷
金

ご
回
し
く
家

賃
三
箇
月

分
に
達
す

る
場
合
か
多

い
ε
の
こ
ε
.で
あ
る

家
賃

の
騰
貴
か
緩
和
せ
ら

る

＼
原
因
は
既
設
家
屋

の
密
住
、
就
中

下
層
階
級
の

密
住
芝

新
築

の
壇
加
こ
て
あ

る
。
而
し
て
新
築

の
思
加
は
既
舵
述

へ
し
如
く

一
般
経
済
界
の
景
氣

の
進
行
よ
り
も
餓
は
こ
後
れ
る
も

の
で
あ
る

か
、
戦
争
以
來
諸
事
業
か
特

に
好
景
気
ご
な
り
し
爲
め
世
間
の
投
資

か
貸
家
建
築
に
向
ふ
割
合
か
少
な
べ
、
而
も

一
面
に
都
市
人
口
の
.膨
脹
は
甚
し
く
な

っ
た
爲
め
、
遂
に
昨
年
に
至
り
極
度
の
貸
家
缺
乏
状
態
を
呈
す

る
こ
ε
、

な

っ
た
。
然

る
に
此
間
に
於
て
建
築
材
料
及
勢
銀
も
非
常
に
騰
貴
し
な
か
ら
、
家
賃
の
騰
貴

に
係
は
ら
す
新
築
を

増
加

し
て
之
に
慈
す
る
こ
ご
か
困
難
ご
な
っ
て
、
今
街
ほ
貸
家

の
缺
乏
か
容
易

に
緩
和
せ
ら
れ
な
い
。
今
日

の
新

築
家
屋

の
家
賃
は
世
人
の
法
外

に
高
率
ε
認
む
る
所
で
あ
る
か
、
併

し
建
築
費
用
の
甚
し
く
増
加
せ
る
爲
め
其
利

廻
の
は
甚

π
低
く
、
只
た
將
來
の
地
償
の
騰
貴
を
見
込
ん
で
低
利
に
甘
ん
ず

る
の
有
様
て
あ
る
。
比
熱
よ
り
見
て

も
都
市

匹
住
居
問
題
の
解
決

の
甚
だ
難
事
業
だ
る
こ
ご
か
明
か
て
あ
る

.

戦
前

に
欧
洲
の
大
都
市
就
中
大
陸
の
都
市
に
於
て
は
、
下
履
民
の
家
賃
質
権
が
其
所
得
の
二
割
以
上
を
占

む
る

場
合
が
多
く
、
二
割
五
歩
以
上
に
.達
す
る
場
合
も
少
な
く
な
か

つ
π
。
我
国
に
於
て
は
所
得
の
割
合
に
最
も
人
な

る
家
賃
を
貝
櫓
す

る
者

は
中
層
の
智
識
階
級
で
あ

っ
て
、
勢
働
者
の
質
権
割
合
ば
遙
か

に
低
い
。
尿
賃
の
暴
騰

せ

■

㌦

、
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今
日

に
於
て
も
大
阪
市

に
於
け

る

一
部
の
調
査
に
由
れ
ば
.
勢
働
者

の
家
賃
負
櫓
は
其
収
入
の

一
割
二
歩
よ
b

、

一
割
五
歩
の
間

に
止

ま
る
や
う
て
あ
る
。
大
阪
は
家
賃
騰
貴
が
最
も
甚
し
い
都
市
で
あ
る
か
ら
、
他
の
諸
都
市
に

於
け
る
割
合
も
大
阪
の
実
れ
を
超
過
す

る
こ
ご
は
あ
る
ま

、い
。
併

し
勢
働
者
の
家
賃
負
捲
の
牧
人
に
封
ず
る
割
合

が
鰍
洲

に
比
し
て
此
の
如
く
低
き
こ
ε
は
、
決

し
て
我
轡
働
者
の
住
居

に
關
す

る
華
瓶
の
人
な
る
を
示
す
も
の
で

は
な
い
。
我
労
働
者
の
住
居
す
る
長
屋
は
交
明
国
人

の
住
居
ε
し
て
甚
起
不
適
當
な
る
が
如
く
に
其
實
質
が
貧
弱

を
極
め
て
居

る
。
而
も
我
国
に
於
て
は
食
物
が
漱
米

に
比
し
て
甚
だ
高
贋
な
爲
め
に
勢
働
者
の
牧
入
の
人
な

み
部

分
が
食
物
の
爲
め
に
必
要

こ
せ
ら
れ
、
住
居

に
至

っ
て
は
今
日
の
如
き
貧
弱
な
る
も
の
に
満
足
す

る
の
已
む
を
得

な
い
の
て
あ

る
。
.叉
住
所
の
改
善
を
欲
す
る
こ
ε
は
人
間
、の
慾
望
の
向
上

を
示
す
重
要
の
象
徴

て
あ
じ
、
進
ル

せ

る
勢
働
者
は
無
益
有
害
な
る
消
費
を
節
し
て
住
居
を
改
善
す
る
の
傾
向
が
強
い
の
て
あ
る
か
、
我
勢
働
者
の
多
数

は
未
爬
此
方
面
に
多
く
注
意
す

る
ほ
ε
に
進
歩
し
て
居
な

い
ε
も
云

へ
る
。
大
都
市

に
於
て
困
難
な
る
下
層
民
住

居
問
題

の
起
る
重
大
の

一
原
因
は
、
實
に
下
層
民
か
住
居

の
不
完
全
に
謝
し
て
甚
だ
無
頓
着
な
る
こ
ε
て
あ
る
。

最
も
我
国
の
住
居
問
題
に
付
て
特
に
注
意
を
要
す
る
黙
は
、
我
か
住
宅
其
他
の
建
築
物
か
生
産
費
の
大
な
る
に
比

し
て
貿
質
の
甚
だ
貧
弱
な
る
こ
ご
て
る
る
。
我

か
一
.般
の
固
有
産
業
ど
回
し
く
建
築
業
も
年
々
贋
の
騰
貴
す
る
傾

向
を
有
す
る
所
の
有
機
材
料
た
る
木
材

ε
勢
働
ε
に
依
頼

し
、
西
洋
の
建
築
の
如
く
工
業
の
進
歩
ε
共
に
償
の
低

落
す
へ
き
鐵
材
、
煉
瓦
、
洋
灰
等
の
工
業
昴
を
建
築
材
料

こ
せ
す
、
天
日
本
建
築
は
耐
久
力
耐
火
力
等
の
保
存
力

賭
事
問
題
.

豪
貸
騰
貴
ご
都
市
計
登

第
十
巻

(第
三
號

八
九
)

三
九
七

口
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時
事
冊
駈

家
賃
騰
貴
ご
雛
市
計
臨

・

窮
十
巻

(錆
三
號

九
〇
)
.
三
九
入

に
乏
し
ぐ
、
從

っ
て
短
期
間

に
建
築
資
本
を
償
却
す
る
こ
ご
を
要
す
る
か
ら
、
其
家
賃
か
大
に
高
く
菰
ら
さ
る
を

得
恥
い
ゆ
故
に
我
国

の
住
居
問
題

の
解
決
の
爲
め
に
は
建
築
技
術
の
上
に
も
産
業
革
命
を
行
は
ね
は
な
ら
.諏

四

交
通
機
關
と
家
賃

ノ

.

.都
市
の
人

目
膨
脹

に
從
ふ
て
家
賃
の
騰
貴
す
る
は
経
済
土
竜
変
上
の
便
宜

の
人
な
る
中
心
難
に
成
る

へ
く
接
近

七
《
多
藪
の
人
々
か
生
活
せ
ん
ご
し
、
互
℃
挾
艦
な

る
場
所

の
占
領
を
争
ふ
か
爲
め
て
あ
る
。故

に
家
賃
騰
貴
の
勢

を
緩
和
す

る
爲
め
に
は
、
狭
隘
な
る
面
積

の
上
に
多
数
の
人
々
か
住
居
し
得
る
か
如
く
高
暦
建
築
を
盛
ん
に
す
る

だ
伺
琳
に
、
交
通
機
關
を
完
備
し
て
遠
距
離
ま
り
中
心
地
黙
に
交
通
す
る
こ
ξ
を
容
易
な
ら
し
む
る
の
必
要
か
あ

み
コ
最
近
に
⊥
ハ
大
都
]巾
は
都
市
計
密
法
に
基
き
て
大
規
模

の
謝
叢
事
業
に
着
手
す
る
こ
ご
に
決
定
し
た

か
、
此
計

甕

の
貴
行
上
中
心
地
城
の
建
築
を

一
.般
に
高
く
改
築

ず
る
の
必
要
あ
る
は
勿
論
て
あ
る
か
、
高
層
建
築
は
商
工
業

用
事
務
用
に
は
適
す

る
も
、

一
般
市
民

の
生
活
慣
習
を

一
.朝
に
攣
化
す
る
を
得
な
い
か
ら
、
我
国
め
住
居
を
隊
米

め
如
く
高
層
建
築

ざ
す
る
こ
ご
は
甚
だ
困
難
て
あ
る
の
み
な
ら
す
、
叉
必
し
も
有
利
て
な
い
。故
に
住
宅
供
給
を
増

.

加
す
る
爲
め
に
は
圭

達
し
て
交
通
槻
關
を
完
備
し
て
住
居
匠
域
を
水
牢
的
に
撮
賑
せ
ね
は
な
ら
ね
。
ヌ
我
国
の
都

市
に
は
非
常

に
小
規
模
限
る
小
質
店
の
割
合
か
甚
だ
多
い
。
多
く
の
日
用
品
小
賞
店
は
得
意
廻
り
ざ
掛
費
こ
の
方

法
起
由
h
、
.各
店
僅

か
に
敷
十
軒
卒
均

の
得
意
を
相
手
ε
し
て
生
活
す

る
有
様
て
あ

る
。
今
後
は
小
責
取
引

に
改

伽



ノ

善

か
行
は
れ
て
此

の
渦
多
な
る
小
質
店
か
整
理
せ
ら
れ

る
勢

か
あ
る
か
、
併
し
小
菅
取
引

の
改
善
は

一
般
浴
費
君

臨

の
生
活
万
法

の
革
新

に
由
ら

さ
れ
は
充
分
に
貴
行
し
難

い
か
ら
、
當
分
我
都
市
に
於
て
小
規
模
の
小
菅
店
過
多
の

弊
を
脱

す
る
を
得
な
い
。
百
貨
商
店

の
如
き
大
規
模
の
小
質
店
は
五
階
六
階

に
も
小
萱
場
を
設
け
て
瞥
業
を
爲
し

.

得
る
故
高
層
建
築
を
適
當
こ
す
る
か
、
普
通
の
小
費
府

は
遊
踏
面
に
位
し
て
設
く
る
こ
`
を
要
す
る
。
故

に
都
市

計
董
の
貴
行
に
伸

憾
て
繁
華
な
る
匪
域
に
高
暦
建
築
か
盛
ん
ε
な
る
こ
ε
は
明
か
て
あ
る
か
、
・併
し
小
規
模
の
小

壷
店

の
過
多
な
る
こ
ご
か
高
層
建
築

に
出

て
都
市
塵
域
を

水
半
的
に

牧
締
す

む
こ
ご
を

不
能
な
ら
し
む
る
は
勿

論
.
.便
り
に
當

分
都
市

の
人
口
膨
張
か
起
ら
す
ε
す

る
も
、
都
市
計
叢

の
中
心
的
事
業
た
る
道
路
幅

の
石
張
の
爲

め
に
取
拙
は
る
へ
き
現
在

の
膏
店
住
宅
を
墨
く
馨
匿
域
内
の
高
層
建
築
内

に
牧
容
す
る
こ
ε
は
不
能
て
あ
っ
て
、

新
暦
域
に
之
を
移
轄
せ
し
め
ね
は
な
ら
隠
。
此
等
の
黙
よ
り
我
国
の
住
居
問
題
は
特
に
交
通
機
關

の
完
備
`
.重
要

の
關
係
を
有
す

る

「都
市
交
通
上
最
も
重
要
な
る
は
地
面
地
下
及
高
架

の
電
車

の
普
及
て
あ
る
。
家
賃

の
騰
貴
を
防
く
爲
め
交
通
機

関
を
霊
備
す
惹
ε
云

へ
は
、
圭
ε
し
て
此
等
各
種
の
電
車
線
を
増
加
延
長
し
て
頻
繁

に
車
輌
を
運
動
す

る
こ
ご
、

.

其
乗
車
賃
を
低
廉
に
す

る
こ
ご
＼
て
あ
る
。
従
来
我
大
都
市

の
電
車
線
か
甚
だ
少
な
く
、
文
典
乗
車
賃
も
我
民
衆

の
所
得

に
謝
し
て
は
頗
ふ
る
高
か

っ
た
。
我
都
市
の
從
來

の
道
路
か

一
般
に
挾
隙
な
る
か
爲
め
、
電
車
を
通
せ
ん

ご
す
れ
は
先

つ
両
側
の
高
償
な
る
土
地
建
物
を
買
敬
し
て
道
路
幅

の
大
振
張
を
行
は
ね
は
な
ら

ぬ
。
是
れ
電
車
線

時
事
問
題

家
賃
騰
貴
ミ
都
市
計
識

第
†
恋

(第
三
號

九
一
)

三
九
九



、.

時
事
問
題

家
賃
騰
貴
ミ
都
市
計
堂辱

第
十
巻

(第
三
號

九
二
罵

四
〇
Q

、

の
甚
π
少
な
き
所
以
て
あ
る
か
、
更
に
從
来
電
車
線
を
通

守
る
に
必
要
な

ゐ
道
路
撮
張

の
五
大
費
用
は
之
を

一
般

都
市
計
豊
事
業
の
負
推

ε
せ
す
、
其
主
な
る
部
分
を
電
車
経
管
の
負
推
ざ
し
て
乗
車
賃
吸
入
に
由
り
之
を
支
辨
す

る
の
方
針
を
探

っ
た
。
暴
れ
電
車
設
備
の
不
完
企
だ

る
に
係
は
ら
す

、
美
果
車
賃
か
　口回
く
な
る
所
以
て
あ

る
。
此

外
我
国
に
は
鎮
材
及
車
輛
も
高
慣
て
あ
る
か
、
今
日
ま
て
電
車
経
管
を
多
費
な
ら
し
め
た
最
大
原
因
は
、
本
來

一

般
都
市
計
誰
事
業
の
負
捻
だ
る

へ
き
道
路
撮
張
の
大
費
用
の
主
な
る
部
.分
を
電
車
に
負
櫓
せ
し
め
な

る
こ
ご
て
あ

る
戦
前

に
於
て
激
米
大
都
市

の
電
車
賃
は
我
国
の
夫
れ
ご
略
ほ
同
額
て
あ
り
、
.而
も
我
勢
働
者
階
級
の
所
得
は
先

進
諸
国
の
夫
れ
に
比
し
て
三
分
の

一
乃
至
五
分
の

一
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
我
勢
働
者
は
充
分
に
電
車
を
利
用

し
て
健
全
低
廉

の
住
居
を
得

る
こ
ε
か
出
楽
な
か
っ
た
。
元
來
幼
稚
な
る
勢
働
者
は
低
廉
に
し
て
健
康
な
る
郊
外

に
住
居
す

る
こ
`
を
好
女
す

.
娯
樂
,
肚
交
及
職
業
上
の
關
係
よ
り
し
て
家
賃

の
高
き
不
健
康
な
る
醤
都
市
匠
域

●

内
に
密
住
す
る
の
弊
か
あ
る
。
特
に
我
國
の
勢
働
時
間
は
侮

ぽ
甚
だ
長
き
に
失
す
る
故
、
勢
働
者
か
電
車
を
利
用

し
て
遠
方
よ
り
通
勤
す
る
こ
ご
は
甚
血
苦
痛

て
あ
る
。
故
に

一
般
の
住
居
問
題
の
解
決
就
中
勢
働
者
階
級

の
住
居

の
改
善
及
共
家
賃
負
櫓
の
軽
減
を
圏

ら
ん
.ε
す
れ
は
、
我
国
て
は
大
に
電
車
賃
を
低
く
し
、
且

つ
電
車
線
路
を
大

に
普
及
せ
ね
は
な
ら
漁
。
戦
争
以
來
諸
物
償
の
騰
貴

ε
共
に
勢
銀
も
次
第
.に
騰
貴
し
、
從
っ
て
勢
働
者
の
収
入
に

劃
す
る
電
車
賃
負
櫓

の
割
合
も
大
に
軽
減

せ
ら
れ
て
、
戦
前

し
於
け

る
先
進
国
の
実
れ
ε
接
近
せ
ん
ε
し

つ
、
あ



「.
0

、

つ
た
か
・
最
近
諸
大
都
市
に
於
て
電
車
賃

の
引
上
か
貴
行
せ
ら
れ
、
住
居
開
題
の
解
決

に
再
ひ
不
利
を
及
ぼ
さ
ん

ε
し

つ
、
め
る
。
今
日
の
都
市
財
政
及
電
車
経
管
の
方
針
の
下
に
於
て
電
車
賃

の
引
上
は
已
む
を
得
な
い
て
あ
ら

う
か
、
既

に
述

へ
し
如
く
道
路
振
張
ご
云

へ
る
都
市
計
叢
事
業
の
経
.費

の
主
な
る
部
分
を
電
車
の
纒
瞥
に
負
捲

せ

し
む
る
在
京
の
姑
息
の
方
針
は
、
都
市
計
.蟄
注
の
定
め
ら
れ
た
る
今
後
に
は
不
嘗
て
あ
る
。
故
に
今
回
の
電
車
賃
、

引
上
は
之
を

一
時
の
鷹
急
策

ε
し
、
今
後
普
及
せ
ら

る
へ
き

一
般
電
車

の
脛
楼
に
付
て
残
更

に
電
車
賃
を
適
度

に

引
下
け
ね
は
な
ら
ぬ

五

住

居

厘

域

振

張

費

の
員

灌
炬
と
家

賃

住
居
問
題
の
解
決
上
我
都
市
は
上
述

の
如
く
建
物
を
高
く
し
、
即
ち
縦

に
都
市
を
振
張
す
る
よ
り
も
、
宿学
ろ
横

に
都
市
を
櫃
張
す
る
こ
蓬
に
重
き
を
置
か
ね
は
な
ら
粗
。
此
面
積
援
張
の
儒
め
最
先
に
必
要
な
る
は
道
路

ご
之
に

附
屡
す

る
上
水
下
水
等
の
地
下
工
事
こ
の
建
設
て
あ
る
か
、
其
経
費
を
何
人
に
如
何
に
し
て
負
推
せ
し
遜

へ
き
や

は
家
賃
に
大
開
係
を
有
す

る
。
元
京
都
市
計
書
事
業
に
要
す
る
費
用
の
人
な
る
部
.分
を
其
事
業
に
出

て
特
別
に
多

　

　

く
利
益
す

る
者
よ
り
徴
牧
す
る
こ
ξ
は
正
嘗
て
あ
b
、
女
都
市
財
政
上
に
も
必
要
て
あ

る
か
、
此
の
如
き
特
別
受

`

猛
者
の
最
大
な
る
も
の
は
土
地
建
物
の
所
有
者
、
特
に
其
許
蓋
事
業
に
接
近
せ
る
土
地

の
所
有
者
て
あ
る
。
故

に

市
匠
横
張

に
必
要
な
る
道
路
建
設

の
農
用
も
其
大
悲
る
部
分
を
振
張
嘔
域
内

の
土
地
所
有
者
に
負
据
せ
し
め
ね
は

時
事
問
題
.

家
賃
騰
貴
ポ
都
市
計
盛

第
十
巷

(第
三
號
.

九
三
)

四
Q
一



時
冨
問
題
.
家
賃
騰
貴
ε
郡
市
計
登

第
十
巻

(第
三
競

九
四
)

四
〇
二

な
ら
ぬ

.

住
居
匠
域
擬
張
の
費
用
を
其
匠
域
内
の
土
地
所
有
者

に
負
播
せ
し
む
る
の
方
法
は
大
鎧
二
種
に
分
れ
る
。
第

一

は
從
來
汎
く
隊
米

に
行
は
る
、
も
の
て
あ

っ
て
、
郊
外
地
所
有
者

に
し
て
之
を
住
居
塵
塚
ご
爲

さ
ん
ε
す
る
ε
き

は
、
其
土
地
所
有
者
を
し
て
道
路
上
水
下
水
等
の
費
用

の
大
部
分
を
負
撤
せ
し
め
、
共
匪
域
に
完
全
の
道
路
を
建

設
し
た
上
て
各
自
に
建
物
を
建
築
す
る
こ
蓬
を
詐
る
す
方
法
て
あ
る
。
此
方
法
は
彼
の
滑
豊
幌
の
賦
課
方
法
就
中

原
料
課
税
法
に
類
す
る
も
の
て
あ

っ
て
内
匠
域
内
の
土
地
所
有
者

か
利
益
を
受
く
る
を
待
た
す
、
又
固
よ
り
其
特

別
受
講

の
大

さ
を
精
確

に
知
り
得
る
に
先
ち
て
徴
牧
す
る
も
の
て
あ
る
か
ら

之
を

豫
納
主
義
ε

云
ふ

へ
き
て
め

る
。
此
方
法
の
長
所
は
都
市
か
擬
張
塵
域
を
初
め
よ
り
理
想
的

に
構
成
す
る
の
経
費
を
得
易
き
こ
と
て
あ

る
。
都

・市
計
書
上
の
改
善
を
行

ふ
に
付
き
、
既
に
土
地
建
物
の
非
常
に
高
償
ど
な
れ
る
中
央
睡
域
よ
り
着
手
す
る
こ
ご
は

財
政
上
甚

た
困
難
て
あ
b
、
寧
ろ
媛
張
匪
域
を
初
め
よ
b
理
想
的
に
構
成
す

る
こ
ご
か
容
易
て
あ
る
。
併
し
此
方

注
に
由
れ
ば
郊
外
地
所
有
者

か
其
土
地
を
住
居
匿
域
に
攣
更
せ
ん
ε
す
れ
は
初
め
よ
り
人
な
る
費
用
を
質
権
し
、

特
に
人
な
る
危
険
を
負
櫓
せ
ね
は
な
ら
諏
。
多
大
の
鰹
費
を
捜
し
て
郊
外
地
を
建
物
敷
地
ε
す
る
も
、
果
し
て
其

厩
域
か
繁
策
し
て
將
來
充
分
の
牧
人
を
得

へ
き
や
は
頗
ふ
る
豫
想
の
困
難
な
る
冒
険
的

の
事
柄
て
あ
る
か
ら
、
郊

外
地
所
有
者
は
此
方
法
の
下

に
於
て
は
輕
々
に
宅
地
経
轡
に
着
手
・す
る
を
得
な
い
。
故
に
此
方
注
に
由
れ
ば
都
市

の
醤
厩
域

か
非
常

に
密
催
せ
ら
れ
、
其
家
賃

か
甚
し
く
騰
貴
し
た
後

に
初

め
て
郊
外
地

に
新
築
か
現
は
れ
る
結
果



、、

こ
な
り
、
・都
市
人
口
の
膨
脹
に
從
ぶ
て
逓
速
に
他
店
の
供
給
を
潜
加
し
、
以
て
密
住
ε
家
賃
騰
貴

ざ
の
弊
害
を
防

岬

止
す
る
に
は
適
當
て
な
い
。
從
來
欧
洲
大
陸
就
中
猫
逸

の
大
都
市

に
於

て
、
市
内
の
家
賃
か
暴
騰
せ
る
に
係
は
ら

.

す
、
市
外
に
は
極
め
て
低
廉

の
土
地
か
建
築
せ
ら
れ
す
し
て
放
置
せ
ら
る
N
ご
ざ
多
き
は
、
暴
れ
土
地
投
機
者

か

市
外
地
を
買
占
め
て
之
に
建
築
す
る
こ
ε
を
制
限
し
、
以
て
市
内
.の
家
賃
地
儂
を
騰
貴
せ
し
め
ん
こ
す

る
奸
策

の

結
果
な
り
ε
の
読
か
多
く
行
は
れ
尺
。
此
の
如
き
事
實
も
幾
分
か
存
在
す
る
て
あ
ら
う
か
、
予
輩
は
其
最
大
の
原

因
か
藪
に
述

ふ
る
か
如
き
市
匪
披
張
費
用
負
措
制
・度
の
鉄
勲
に
存
す
る
も
の
ε
.信
ず

る

.
、第
二
の
方
法
は
先

つ
都
市
か
進
路
建
設
費
用
を
負
櫓
し
て
帝
展
擾
張
を
行
ひ
、
其
匠
域
内
に
建
築
か
行
は
れ
て

地
贋
か
騰
貴
し
た
場
合
に
土
地
増
傾
視
を
徴
収
ず
る
の
方
法
て
あ

る
。
第

一
の
方
法
を
豫
納
主
義
ε
稠
す

る
に
野

し
酒
此
方
注
は
後
納
ま
義

ぜ
稠
す

へ
き
て
あ
る
。
此
方
注
に
由
れ
ば
要
用
の
徴
牧
か
公
竿

に
行
は
る
、
の
み
な
ら

す
隔
郊
外
地
所
有
者

か
建
築
を
駕
す
に
は
初
め
よ
り
多
く
の
費
.用
を
要
せ
す
叉
別
段

の
危
険
を
負
櫓
す
る
こ
ε
を

要
し
な

い
か
ら
、
住
居
の
需
用
の
起
る
に
從
ひ
迅
速
且

つ
低
廉
に
姪
築
を
行
ふ
て
之
に
慮
し
、
以
て
鷺
歴
域
内
の

密
佳
ご
家
賃
騰
貴
ざ
を
防

く
こ
ξ
か
出
来
る
。
今
日
ま
て
我
国
に
於
て
都
市
は
古
暦
振
張
に
關
し
て
何
等
の
計
盛

を
立
て
す
下
個
々
の
郊
外
地
所
有
者
を
し
て
自
由
に
、
從

っ
て
凱
雑
無
秩
序

に
其
所
有
地

に
建
築
を
行
は
し
め
、

共
匪
域
の
人
口
か
相
當
に
増
加
し
て
交
通
衛
生
等
の
關
係
よ
り
最
早
や
之
を
放
任
す
る
を
得
さ
る
に
至
り
.、
初

め

て
都
市
は
既
に
甚
し
く
騰
貴
ぜ

る
土
地
建
物
を
買
牧
し
て
道
路
の
建
設
振
張
を
行
ひ
、
土
地
所
有
者
に
は
何
等
の

時
事
同
題

寂
蟹
騰
貴
ピ
都
市
計
量

第
十
麹
.
(第
三
號

九
五
)

四
〇
三

ノ



.

時
事
問
題

家
賃
騰
貴
ε
郡
市
計
書

鋪
+
巻

(第
三
號

九
六
)

四
〇
四

負
据
を
爲

さ
し
め
す
し
て
自
由

に
地
償
騰
貴

の
不
勢
所
得
を
得
せ
し
め
た
。
此
の
如
き
不
都
合
の
制
度
は
勿
論
今

後
に
織
綾
す
る
を
詐
る
さ
な

い
か
、
併

し
之
を
改
む

る
に
付
て
從
來
汎
く
鰍
沢
に
行
は
れ
た
第

一
の
方
法
を
探
る

こ
芒
は
不
嘗
て
あ
る
。
叉
我
國
て
は
郊
外
地

の
所
有
か
今
街
ほ
小
所
有
者
の
間
に
細
分
せ
ら
れ
て
居
る
か
ら
此
方

法
の
實
行
も
甚
だ
困
難
て
あ
る
。
誓

な
れ
は
此
方
法
の
下
に
宅
地
響

を
爲
さ
ん
・
す

れ
は
初
め
よ
り
非
常
の

愛
用
を
要
す
る
か
ら
、
廣
大
の
面
積
に
亘
り
て
大
規
模
に
之
を
行
ふ
ご
ε
を
必
要
ε
す
る
。
然

る
に
土
地
の
所
有

か
多
瓠
者
の
間

に
細
分
せ
ら

る
、
ざ
き
は
、

一
々
之
を
買
牧
せ
ね
は
な
ら
謁
の
て
あ
、る
か
、
「小
.所
有
者

の
多
く
は

不
當
の
高
償
を
主
張
し
、
叉
は
其
職
業
の
.關
係
よ
り
飽
く
ま
で
萱
却
を
拒
絶
す
る
者

も
あ
る
か
ら
、
之
を
取
纏
め

る
爲
に
更
に
人
な
る
費
用

ε
多
大
の
手
数
ε
を
要
し
、
到
底
迅
速
且

つ
低
廉
に
住
居
供
給
を
増
加
す
る
こ
ご
を
得

な

い
。
最
も
所
有
灌
細
分
の
場
合
に
於
て
多
数

の
所
有
者

か
宅
地
経
管
を
行
は
ん
こ
す
れ
は
、
耕
地
整
理
組
合
ε

同
様
な
る
都
市
匠
域
整
理
組
合
を
組
織
し
、
少
数
所
有
者
の
反
射
を
慶

し
て
共
同
経
管
を
行

ふ
の
方
法
か
都
市
計

書
法
に
於
て
認
め
ら
れ
て
は
.あ
る
か
、
此

の
如
き
組
合
の
組
織
は
容
易
に
進
行
ず
る
も
の
て
な

い
。
故

に
今
後
の

都
市
横
張
に
は
都
市
自
身
か
道
路
建
設
を
引
受
け
て
行
ふ
こ
ご
を
原
則
ε
せ
ね
は
な
ら
ぬ

六

土
地
増
便
税
と
家
賃

土
地
増
親

は
何
れ
の
市
歴
罐

方
法
を
探
・
喬

は
す
、
叉
震

護

に
關
係
?

都
市

一
般
の
骸

の
上



り
.

よ
b
見
て
も
必
要
て
め
る
か
、
第
二
の
方
法
を
探

っ
て
都
市

か
充

つ
擬
張
費
用
を
負
播
す
る
場
合
に
は
、
土
地
増

償
挽
及
之
ε
精
紳
を
同
ふ
す

る
特
別
賦
課
を
頗
ふ
る
重
く
せ
ね
は
な
ら

ぬ
。
然
る
に
土
地
増
便
税
は
家
賃
を
騰
貴

せ
し
む

る
弊
あ
り
ε
の
反
劃
論

か
起

る
。
即
ち
不
勢
所
得
課
税
の
性
質
を
有
す

る
土
地
増
贋
視
も
、
事
賢
に
於
て

は

一
般
の
消
費
税
の
如
く
借
家
人
に
轄
嫁
せ
ら
れ
る
ε
云
ふ
反
封
論
か
あ
る
。
直
視
ε
間
税
ε
を
問

は
す

一
の
租

税
か
實
際

に
鮪
嫁
せ
ら

る
、
場
合
を
生
す

へ
き
や
否
や
は

「
概

に
論
定
し
難
く
、
各
場
合
の
實
情
に
多
大
の
考
量

を
費
す

ご
ε
を
要
す
る
問
題
て
あ
る
か
、
土
地
増
償
稔
の
轄
嫁
の
起
る
て
あ
ら
覧
ε
考

へ
ら

る
、
事
情
の
主
な
る
.

も
の
を
云

へ
は
、
第

一
に
地
贋
攣
動
の
大
な
る
郊
外
地
の
宅
地
脛
瞥
に
投
資
す
る
資
本
家
は
、
地
儂
の
比
較
的

に
安

定
せ
る
市
内
の
不
動
産
投
資
者
の
如
く
瞥
利
に
無
頓
着
な
者

か
少
な
く
、
概
ね
鋭
敏
な
る
投
機
的
資
本
家
て
み

る

か
、
面
為
術

ほ
其
投
資
に
封
ず
る
利
廻
り
は
二
三
歩
の
低
率
に
過
ぎ
さ
る
を
常

ε
す
る
。
是
れ
其
投
資
者
か
後
日

の
大
.な
る
地
儂
騰
貴
を
見
込
み
、
目
前

の
.低
利

に
甘
ん
し
て
土
地
建
物
を
提
供
す

る
を
僻
し
な
い
か
ら
て
あ
る
。

.故
に
高
率

の
土
地
増
債
税
を
設
け
て
後
日
の
地
債
騰
貴

の
利
益

の
大
部
分
を
消
失
せ
し
め
、
從

っ
て
地
儂
騰
貴
を

も
殆

ん
ε
不
能
ε
な
ら
し
め
た
な
ら
は
、
宅
地
経
管
に
關
係
す
る
者
は
目
前
の
牧
盆
を
大
に
す
る
の
必
要
か
起

っ

て
地
代
家
賃
を
引
上
く

る
に
相
違
な

い
。
併
し
乍
ら
土
地
増
便
椀
も
な
く
、
叉
豫
納
主
義

の
特
別
賦
課
も
存
在
せ

さ
る
從
來

の
、我
か
制
度
の
下
に
於
て
は
、
郊
外
地
が
早
く
よ
り
純
農
用
地
こ
し
て
の
償
値

の
藪
偖
又

は
撒
十
倍

に

暴
騰
し
て
居

添
。
宅
地
経
管
者
か
此

の
如
一
高
き
地
儂
を
基
礎
ε
し
て
探
算
す
る
散
凡

其
利
廻
り
か
二
三
歩

に
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通
き
な
い
ε
云
ふ
迄
て
あ

っ
て
、
之
よ
り

割
り
出
さ
れ
穴
、實
際
…の
地
代
家
賃
の
額
は

決
し
て

低
い
も
の
て
は
な

い
。
然
る
に
土
地
増
債
挽
を
設
く
る
ε
き
は
、
郊
外
地
か
此

の
如
く
騰
貴
す
る
こ
ε
を
抑

へ
ら

れ
る
か
ら
、
「之
を

普
通
金
利
起
出
て
維
讐
す
る
も
地
代
家
賃

の
額
は
高
く
な
ら
ぬ
。
從
來
の
如
く
郊
外

の
地
債
か
早
く
よ
り
暴
騰
す

る
ε
き
は
宅
地
経
管

に
非
常

の
資
金
を
要
す

る
矯

め
自
然
に
其
経
管
か
行
は
れ
難
く
な
る
。
固
よ
り
從
來
暴
騰
せ

る
地
債
に
比
較
す
れ
は
甚
セ
低
廉
な
る
地
代

に
由
り
、
他
人
の
所
有
地
を
借
入
れ
て
件
宅
経
管
を
行
ふ
ご
ε
も
不

、
能
て
似
な
か
っ
た
か
、
併
し

一
般
建
築
者
の
人
情

ε
し
て
、
特

に
闕
画
地
方
の
風
習
ざ
し
て
家
屋
を
建

つ
る
し
は
.

共
敷
地
を
も
所
有
せ
さ
れ
は
満
足
し
な
い
。

一
般
に
此
の
如
き
傾
向
か
あ
る
ご
き
は
、
借
地
の
上
に
建

て
た
家
屋

は
虚

分
か
困
難

て
め
つ
て
償
も
低
く
、
投
資
者
に
は
甚
だ
不
利
て
あ
る
α
要
す
る
に
地
債

か
從
來
の
如
く
無
制
限

に
騰
貴
す
る
こ
ε
は
大
に
建
築

の
増
加
を
妨

げ
る
。
街
ほ
今
後
の
都
市
住
居
問
題
の
解
決

の
爲
め
に
は
、
都
市
自

身
及
公
益
を
目
的

・こ
す
る
建
築

の
會
砒
組
合
か
大

に
住
宅
経
管
を
籍
す
ご
ピ
を
必
要
ε
す
る
か
、
従
来
の
如
く
郊

外
の
地
檀
か
早
く
よ
り
暴
騰
す

る
ご
き
は
此
等
公
益
的

の
経
管

か
特

に
困
難

こ
な
ら
さ
る
を
得
な

い

吹
に
韓
嫁
問
題

に
付
て
注
意
を
要
す

る
は
、
既

に
述

へ
し
如
く
從
來
耀
枇
か
最
も
多
く

一
般
家
主
を
し
て
家
賃

引
上
を
断
行
せ
し
む
る
原
因
ε
な

っ
て
居
る
。
散
超
今
後
土
地
増
贋
税
を
嚴

重
に
行
ひ
、
特
に
定
期
的

に
之
を
徴

放
す
る
の
方
法
を
探

っ
た
な
ら
は
、

】
般
家
主
か
其
徴
収
の
度
毎

に
.一
齊

に
家
賃
引
上
を
断
行
す

る
の
危
険
な
七

ε
云
ふ
を
得

な
い
や
う
て
あ
る
。
併
し
乍
ら
家
賃
引
上
か
全
般
的
に
且

つ
人
な
る

程
度
に

行
は
れ
得

る
や
否
や

㌧
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は
、
貸
家
に
關
す

る
需
用
供
給
の
歌
態
ε
無
闕
係
に
定
ま

る
も

の
て
な

い
。
市
塵
据
眼
ε
新
築
増
加
ご
か
盛
ん
に

行
は
れ
る
ご
き
は
、
荷
重
の
土
地
増
慣
税
を
課
す
る
も
家
賃
を
引
上
け
る
こ
ご
は
出
來
な
い
。
而
し
て
土
地
増
贋
、

挽
は
都
市
の

一
般
財
源
ご
し
て
.も
重
要
ε
な
る

へ
き
も
の
て
あ
る
か
、
吾
人
は
藪
に
都
市
計
叢
就
中
市
匠
振
張
の

財
源
ε
し
て
豫
納
主
義
を
探
る

へ
.き
や
、
將
た
後
納
主
義
た
る
土
地
増
便
税
を
探
る

へ
薯
や
を
研
究
し
つ
、
あ
る

の
て
あ
る
。
故
に
此
場
合

の
土
地
増
償
椀
の
牧
人
の
大
な

る
部

分
は
住
宅
供
給
の
増
加
を
堤
進
ず
る
所

の
市
匠
振

張
事
業
に
捜
せ
ら
る

へ
き
こ
ε
を
前
提
ざ
し
て
居
る
の
て
あ
る
。
我
国
都
市
の
財
政
は
甚
だ
貧
弱
て
あ
る
か
ら
、

此
際
土
地
増
債
挽
其
他
の
特
別
受
益
税
を
設
け
て
大
に
其
財
政

の
充
實
を
圖
ら
ね
は
な
ら
漁
か
、
都
市

の
財
力
か

此
の
如
く
し
て
増
加
し
た
な
ら
は
、
其
人
口
膨
脹
に
伴
ふ
て
迅
速
に
郊
外
に
謝
し
道
路
及
電
車
の
新
設
延
長
を
行

ひ
、
其
滑
道
の
住
宅
建
築
を
促
進
す

る
こ
ご
が
容
易
ε
な
る
。
郊
外
に
道
路
か
通
し
電
車

か
往
復
す
れ
は
、
共
沿

道
の
土
地
所
存
者
は

一
方

に
土
地
増
贋
税
の
設
け
ら
れ
た
薦
め
に
特
來
の
地
償
騰
貴
の
利
益

の
人
な
る
部
分
を
失

ふ
も
、
街
ほ
目
前

の
牧
支
計
算
よ
り
し
て
人
口
の
膨
脹
に
俘

ひ
盛
ん
に
建
築
を
行
ふ
こ
ご

、
な
る
。
特

に
此
場
合

に
は
郊
外
地
建
築

か
比
較
的

に
健
實
な
る
投
資
事
業
ざ
な

る
か
ら
貸
家
取
引
上
の
弊
害

も
少
な
く
な
る
。
故

に
市

匠
膨
脹

の
重
要
財
源
ε
し
て
の
土
地
増
慣
穐
は
家
賃
を
騰
貴
せ
し
む
る
よ
り
も
寧
ろ
之
を
抑

へ
る
力
か
強

い
ご
認

め
ね
は
な
ら
粛
。
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